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市営住宅奥野団地の施設被害について 

 

１．発見日時 

  令和 6 年１１月１日（金）午後２時 50 分頃 

 

２．被害場所 

・市営住宅奥野団地集会所 エントランス広場天井 一面 

・同団地受水槽室 窓 2 箇所 

  （所在地：青森市奥野一丁目７番５号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．被害状況 

 

 

 

  

C 棟 

D 棟 

A 棟 B 棟 

水道部 

被害箇所 

奥野団地 

エントランス広場 天井 

受水槽室 窓 

被害箇所 

集会所 

受水槽室 

（集会所 エントランス広場 外観） 

（破損箇所） 

（棒※スノーポール） 
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４．状況経過 

１０月２３日（水） 

（消防訓練日） 

指定管理者がいずれの施設にも異常がないことを確認。 

１１月１日（金） 

午後２時 50 分頃 

奥野団地の市営住宅管理人が団地集会所エントランス広

場の天井及び受水槽室の窓の破損を確認。 

当該管理人から指定管理者へ報告、指定管理者が直ちに

現場を確認し、午後 3 時 30 分頃に青森警察署へ通報。 

同日 

午後３時 40 分頃 

青森警察署が現場へ到着。住宅まちづくり課職員が警察

の調査立会に対応。 

 ・指定管理者が最後に確認した 10 月 23 日（水）から、管理人が被害を確認

した 11 月 1 日（金）午後３時頃までの間に被害発生。 

 

５．被害届の提出 

 青森警察署立ち会いのもと指定管理者及び住宅まちづくり課職員が現地を確

認し、現場の状況より意図的な行為であると判断されたことから、市は 令和６

年１1 月１日（金）付けで青森警察署に「被害届」を提出、同日付けで受理。 

（受水槽室 北側外観） （破損個所） 

（コンクリート片） 


